
契 約変更 理由 書 

神戸市 

工 事 名 西舞子地区他雨水幹線改修工事 

契約変更後の工事概要 

 ・管路施設修繕工  １式 

 ・付帯工      １式 

 ・仮設工      １式 

 

工期延長後の工期 

 ・（当初）契約年月日   令和７年３月３日 

 ・完成期限   当初  令和７年11月 28日  当初からの延長 

         変更  令和８年３月18日     110日 

契約変更の理由 

（設計変更の理由） 

① 事前調査の結果、設計時点より劣化が進行しており補修範囲および補修厚を広げる必要が

生じたため、ひび割れ充填工・断面修復工が増工となる。 

② 事前調査の結果、処置を要する側壁の傾きが確認され、この傾きが工事範囲外まで続いて

いたことから、当該路線を工事範囲に追加しコンクリート打設による改修を実施すること

とした。これにより側壁補修工が増工となる。 

③ 上記に伴う工事日数の増加および、道路管理者との協議により交通管理工が増工となる。 

 

（工期延長の理由） 

 上記①②による、施工範囲の変更に伴う協議に30日間、増工分の施工に80日間必要であるた

め、計110日の工期延長を要する。 

 

（公表様式第６号） 


